
　償却資産とは、土地および家屋以外の事業用に用いている資産で、税務署への確定申告時に減
価償却費を必要経費として形状されているものの大半は、償却資産として申告が必要です。
　アパート（共同住宅）の不動産賃貸業を営んでいる人で、償却資産に該当する主なものを例示する
と、次のようになります。これらは、土地・家屋の評価に含まれておらず、償却資産として課税されます。

▶イラストの内容は、アパート経営者の申告対象となる償却資産の一例を示したものです。
償却資産申告の際には、業者の工事見積書などから償却資産の対象となる工事費（取得価格）を
抜き出して申告してください。

令和5年1月5日（木）～ 1月31日（火）
午前9時～午後5時　※土・日・祝日を除く。

▶糸満市のホームページから、申告書
をダウンロードすることが可能です。

糸満市税務課
資産税係 償却資産担当
（糸満市役所 2階25番窓口）

840-8128

小中学校の子どもがいる家庭に、
学用品費や学校給食費などを市が
援助する制度です。子どもたちの楽
しい学校生活のために、気軽に就
学援助制度を活用してみませんか。

今回の申請は、

となります。

安心して学べる環境づくり

就学援助イメージキャラクター
ツクロウくん 糸満市教育委員会 学校教育課　  840-8165

糸満市に住所を有し、令和5年度に公立の小学
校に入学を予定している児童の保護者、または
区域外就学で糸満市立の小学校に入学を予定
している保護者で、次のいずれかに該当する人。
① 生活保護が停止または廃止になった人
② 生活保護世帯に準ずる程度の生活困窮世帯
③ 大規模災害の被災者で、生活が困窮してい 
　 ると認められる人

就学援助費の
支給

認定の
可否・通知

お知らせ配布 申請手続き

① 就学援助申請書（兼同意書・委任状）
② 保護者名義の預金通帳、またはキャッシュ
　 カードのコピー
③ 家賃証明書（賃貸住宅に住んでいる人のみ）
④ 令和4年度所得課税証明書
　 （令和4年1月2日以降に転入した人のみ）

令和4年度の確定申告（税申告）を行っていない
場合、審査不可となるため認定できません。申
請前に、同居している18歳以上の人全員が申
告しているか確認してください。（世帯分離して
いる場合でも収入を確認しますので、同居してい
る人は必ず確認を行ってください。被扶養者の
人も必ず税申告が必要です。）

注意事項

保護者（原則）が、糸満市教育委員会学校教育
課（糸満市役所5階）に提出、もしくは郵送。
就学援助申請書は、学校教育課の窓口または
ホームページにあります。

申請前に、提出書類に不備がないかご確認くだ
さい。

郵送申請の場合は下記まで。当日消印有効。
〒901-0392
　糸満市潮崎町1-1
　「糸満市教育委員会　学校教育課」宛て

注意事項

●兼城地区・糸満地区
　令和5年1月4日（水）～1月6日（金）

●潮平地区
　令和5年1月18日（水）～1月20日（金）

●西崎地区
　令和5年1月13日（金）～1月17日（火）

●高嶺地区・三和地区
　令和5年1月10日（火）～1月12日（木）

新入学用品費の
入学前支給のみ
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